
庁議会議概要 

開催日時 令和７年11月18日（火） 10時00分～10時36分 

出席者  庁議規程のとおり 

案件   Ⅰ 令和７年門真市議会第４回定例会提出予定議案について 

     Ⅱ その他 

 

Ⅰ 令和７年門真市議会第４回定例会提出予定議案について 

番号 種類 件  名 要  旨 所管部署 

１ 他１ 市道路線の認定につ

いて 
１ 開発行為による道路の帰属に伴う路線の認定 

２ 認定路線 １路線 

道路公園課 

 

２ 契１ （仮称）浜町みらい

公園整備工事請負契

約の一部変更につい

て 

 令和７年門真市議会第２回定例会において議決を得た

本契約の一部を変更するもの 

 変更内容 

契約金額を「177,012,000円」から「180,155,800円」

に変更するもの 

総務課 

 

 

３ 契２ （仮称）門真市立第

四中学校区義務教育

学校整備事業設計施

工一括請負契約の一

部変更について 

 令和５年門真市議会第３回定例会において議決を得た

本契約の一部を変更するもの 

 変更内容 

契 約 金 額 を 「 13,130,132,110 円 」 か ら

「14,941,206,616円」に変更するもの 

教育企画課 

 

 

４ 契３ （仮称）門真市立生

涯学習複合施設整備

工事請負契約の一部

変更について 

 令和５年門真市議会第１回定例会において議決を得た

本契約の一部を変更するもの 

 変更内容 

契約金額を「7,051,071,489円」から「7,653,664,025

円」に変更するもの 

生涯学習課 

 

 

５ 他２ 門真市立文化創造図

書館の指定管理者の

指定について 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

門真市立文化創造図書館 

２ 指定管理者に指定する団体 

  カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

３ 指定期間 

  令和８年２月１日から令和13年３月31日まで 

生涯学習課 

 

６ 他３ 門真市立公民館及び

門真市立門真市民プ

ラザの指定管理者の

指定について 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

⑴ 門真市立公民館 

⑵ 門真市立門真市民プラザ 

２ 指定管理者に指定する団体 

  特定非営利活動法人トイボックス 

３ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

生涯学習課 

 

７ 条１ 門真市立学校施設設

備使用条例の一部改

正について 

１ 要旨 

  門真市立水桜学園の設置等に伴い、門真市立学校の

施設設備の使用料に関する見直しを行うもの 

２ 施行日 令和８年４月１日 

生涯学習課 

 



８ 他４ 門真市営住宅の指定

管理者の指定につい

て 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

 ⑴ 本町住宅 

 ⑵ 寿住宅 

 ⑶ 新橋住宅 

 ⑷ 千石西町住宅 

 ⑸ 四宮住宅 

 ⑹ 下馬伏住宅 

 ⑺ 北岸和田住宅 

 ⑻ 三ツ島住宅 

 ⑼ 北島住宅 

２ 指定管理者に指定する団体 

  日本管財株式会社 

３ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 

都市政策課 

 

９ 条２ 門真市東部大阪都市

計画地区計画（北島

西・北周辺地区）の

区域内における建築

物の制限に関する条

例の制定について 

１ 要旨  

建築基準法第68条の２第１項の規定に基づき、東部

大阪都市計画地区計画（北島西・北周辺地区）の区域

内における建築物に関する制限を定めるもの 

２ 施行日 令和８年４月１日 

都市政策課 

 

10 条３ 門真市印鑑条例の一

部改正について 

１ 要旨 

  電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関す

る法律の一部を改正する法律（令和７年法律第46号）

による電気通信事業法の一部改正に伴い、引用条項の

整備を行うもの 

２ 施行日 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社

等に関する法律の一部を改正する法律（令和

７年法律第46号）の施行の日 

市民課 

 

11 条４ 門真市保健福祉セン

ター条例の一部改正

について 

１ 要旨 

  門真市保健福祉センター内の診療所における内科・

小児科の土曜日の診療を廃止するため、所要の改正を

行うもの 

２ 施行日 令和８年４月１日 

健康増進課 

12 条５ 門真市家庭的保育事

業等の設備及び運営

に関する基準を定め

る条例の一部改正に

ついて 

１ 要旨 

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する内閣府令（令和７年内閣府令第82号）によ

る家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一

部改正に伴い、利用乳幼児に対する健康診断の代替に

関する要件を拡大するもの 

２ 施行日 公布の日 

こども政策課 

 

13 条６ 門真市家庭的保育事

業等の設備及び運営

に関する基準を定め

る条例等の一部改正

について 

１ 要旨  

  児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこ

ども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令

（令和７年内閣府令第80号）による家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、次

に掲げる条例について、地域限定保育士を保育士とみ

なすほか、所要の改正を行うもの 

こども政策課 

 



⑴ 門真市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例 

⑵ 門真市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例 

⑶ 門真市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例 

⑷ 門真市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例 

２ 施行日 公布の日 

14 条７ 門真市建築基準法施

行条例の一部改正に

ついて 

１ 要旨 

  建築基準法施行令の一部を改正する政令（令和７年

政令第310号）の施行に伴い、引用条項の整備を行うも

の 

２ 施行日 公布の日 

建築指導課 

 

15 予１ 令和７年度門真市水

道事業会計補正予算

（第３号） 

既定の建設改良費から101,394千円を減額し、資本的支

出の総額を3,131,931千円とする。 

１ 継続費の補正 

経営総務課 

 

16 予２ 令和７年度門真市公

共下水道事業会計補

正予算（第１号） 

既定の営業費用に17,435千円を追加し、下水道事業費

用の総額を4,135,427千円とする。 

経営総務課 

 

17 予３ 令和７年度門真市一

般会計補正予算（第

８号） 

既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

79,704千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ88,502,468千円とする。 

１ 歳入歳出予算補正 

２ 繰越明許費の補正 

３ 債務負担行為の補正 

４ 地方債の補正 

財政課 

 

18 予４ 令和７年度門真市国

民健康保険事業特別

会計補正予算（第２

号） 

既定の歳入予算総額14,248,403千円の範囲内で更正す

る。 

１ 歳入歳出予算補正 

財政課 

19 予５ 令和７年度門真市介

護保険事業特別会計

補正予算（第３号） 

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,030千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

15,342,844千円とする。 

１ 歳入歳出予算補正 

財政課 

 人１ 公平委員会委員の選

任について 

小西 ふみ子委員の任期満了（令和８年３月６日）に

伴うもの【人事案件につき審議省略。付議事案・資料な

し】 

公平委員会事務局  

 人２ 公平委員会委員の選

任について 

岩本 安昭委員の任期満了（令和８年３月６日）に伴

うもの【人事案件につき審議省略。付議事案・資料な

し】 

公平委員会事務局  

 人３ 人権擁護委員候補者

の推薦について 

中道 文夫委員の任期満了（令和８年６月30日）に伴

うもの【人事案件につき審議省略。付議事案・資料な

し】 

人権市民相談課 

 

 人４ 人権擁護委員候補者

の推薦について 

野口 美寿委員の任期満了（令和８年６月30日）に伴

うもの【人事案件につき審議省略。付議事案・資料な

し】 

人権市民相談課 

 



 人５ 人権擁護委員候補者

の推薦について 

東口 好行委員の任期満了（令和８年６月30日）に伴

うもの【人事案件につき審議省略。付議事案・資料な

し】 

人権市民相談課 

 

 人６ 人権擁護委員候補者

の推薦について 

増田 悦子委員の任期満了（令和８年６月30日）に伴

うもの【人事案件につき審議省略。付議事案・資料な

し】 

人権市民相談課 

 

 人７ 人権擁護委員候補者

の推薦について 

佐野 幸雄委員の任期満了（令和８年６月30日）に伴

うもの【人事案件につき審議省略。付議事案・資料な

し】 

人権市民相談課 

 

○意見等 

番号６（門真市立公民館及び門真市立門真市民プラザの指定管理者の指定について）について 

     ・門真市民プラザ３階にある市民公益活動支援センターについて、「施設廃止後も会議室や事務ブー

ス等の貸室業務は従前の例により引き続き指定管理者に管理運営を行っていただく」とのことだが、

貸室以外の廊下やフリースペース等の部分がどのような位置付けとなるのか不明確のため、改めて

整理されたい。 


